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創刊にあたって 

 

 

 このたび、三鷹ネットワーク大学の紀要として「三鷹まちづくり研究」を創刊する運び

となりました。直接のきっかけとなったのは、当機構が三鷹市と協定を結び設置している

三鷹まちづくり総合研究所で創設した「まちづくり研究員」制度です。公募により意欲あ

る市民等に「まちづくり研究員」を委嘱し、調査研究活動を支援するというしくみで、事

業を開始した 2020 年度には 12 篇の論文が提出されました。これらを掲載し多くの方々に

研究成果を役立てていただくことが創刊の目的です。合わせて、三鷹ネットワーク大学開

設 15 周年を記念して実施した当機構会員大学の学生による提案発表会「学生によるミタ

カ・ミライ研究アワード 2020」の提案書 9 篇、地域に根ざした産業の支援・創出をめざす

「民学産公」協働研究に採択した 5 件の成果報告を掲載しました。今後、年 1 回のペース

での刊行を予定しております。 

 論文の執筆やまちづくりに関する提案等にあたり研究活動が行われた 2020 年度は、新型

コロナウイルスの感染拡大による未曾有の事態の只中にあり、政府から緊急事態宣言が発

出されるなど様々な制約に晒され、思うように研究を進めることができない、もどかしい

1 年となりました。そのような状況下にあっても、熱心にできる限りの研究に取り組み、

多種多様な研究成果が得られたことは、とても感慨深いものがあります。 

 今後もこうした研究や提案がさらに深められるとともに、新たな研究等に多くの皆様が

取り組んでいけるよう、「民学産公」の協働による新しいかたちの地域の大学として、三

鷹ネットワーク大学の教育・学習機能、研究・開発機能、窓口・ネットワーク機能を広く

地域の皆様に提供してまいります。 

 末筆になりましたが、三鷹ネットワーク大学の事業に多大なご協力をいただいた当機構

会員大学をはじめとする皆様に厚く御礼申し上げます。本紀要が、研究員や学生はもとよ

り、これからのまちづくりの研究と実践に意欲をお持ちの方々や行政機関の関係者など多

くの皆様にご高覧賜り、今後のご活躍の一助としていただければ幸いです。 

 

特定非営利活動法人三鷹ネットワーク大学推進機構 

理事長 鈴木 典比古 

 



﻿
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まちづくり研究員制度の創設 

 

三鷹まちづくり総合研究所 

所長 河村 孝（三鷹市長） 

 

このたび創設した「まちづくり研究員」の制度は、市民研究員の研究活動に対して、地

域の大学教員による指導や行政機関の調査協力などの支援を行い、提案された論文を紀要

に掲載するというものです。幅広い知見や提案を集めるとともに、多様な背景を持つ意欲

ある「人財」を発掘し、三鷹市のまちづくりの議論と実践をさらに豊かなものにすること

をねらいとした、全国的にも数少ないユニークな取り組みです。 

個人が自らの関心と発想による研究テーマで応募し、地域の大学の協力による指導など

を受けながら自発的に調査活動を進め論文にまとめるところに特徴があります。2020 年 1

月に「研究と論文執筆に挑戦しよう！」という呼びかけで募集を開始した時点では、論文

というハードルにどれほど挑戦者がいるか少々不安でした。しかし、思いがけないほどの

反響があり、地域社会の未来や三鷹のまちづくりに熱い思いを持って取り組もうという方

が大勢いらっしゃることに感激しました。 

現在の「三鷹まちづくり総合研究所」は、三鷹市と三鷹ネットワーク大学を運営する

NPO 法人三鷹ネットワーク大学推進機構が協定により設立している自治体シンクタンクで

すが、じつは前身として、研究者・市職員・市民・事業者などが参加する三鷹の「まちづ

くり研究」の長い歴史があります。私自身も若い頃に三鷹市職員として三鷹まちづくり研

究会（当時は国際基督教大学社会科学研究所内）の一員となり、貴重な得がたい経験をし

ました。こうした多様な人々が参加する研究の中から、市民参加、自治、情報化、産業な

どに関する三鷹市の先進的な取り組みが生まれてきました。このたびの「まちづくり研究

員」の制度では、さらに多くの大学や関係機関のご協力も得て、次なる協働と協創のス

テップに踏み出していきたいと考えています。 

まちづくり研究員１期生を迎えた 2020 年度は、新型コロナウイルスによるパンデミック

という未曽有の事態を迎えました。社会全体も地域や人とのかかわりも大きく変化する中

にあって、研究員は調査方法ばかりか研究テーマ自体も再考することになったと思います。

私たちは今、コロナ禍によって可視化された課題を含め、変わりゆく世界の中でこれから

のまちづくりに本当に大切なことは何か、何を残し何を変えるべきかといった根本を問い

直すことを迫られています。 

本来まちづくり研究は面白いものですが、このような時期にこそ、その意義も醍醐味も

最大化します。市民によるまちづくり研究というこの試みが、多彩な実践につながり、さ

らに多くの人々を巻き込んで、共に創る新たな時代の物語の始まりとなることを期待して

います。 
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三鷹まちづくり総合研究所 まちづくり研究員事業 

 

 三鷹まちづくり総合研究所は、三鷹市と三鷹ネットワーク大学推進機構が、三鷹市における総合

的なまちづくりに資する調査研究を行うために共同設置している機関です。 

 この研究所の新たな事業として 2020 年度に開始した「まちづくり研究員」制度は、市民研究員

が行う調査研究や論文作成を支援することにより、地域の課題解決や価値創造に役立つ幅広い分野

の知見や提案を集め、多様な背景を持つ意欲ある人材を発掘し地域につないでまちづくりの議論と

実践をより豊かにしていくことを目的としています。 

 

2020 (令和 2)年度 まちづくり研究員事業 

初年度にあたる 2020 (令和 2)年度は、応募者が多数に上ったことから「論文コース」と「まち

づくり提案コース」の 2コースを設けることとし、折からの新型コロナウイルス感染症による緊急

事態宣言に対応してオンラインでの面接選考を行いました。 

採択件数 

33 件のテーマを採択し、総勢 52 人にまちづくり研究員の委嘱を行いました。 

研究支援の内容 

(1) 大学教員によるアドバイス（中間発表会など年 3回） 

(2) 研修（アカデミック・ライティング、社会調査法など 4回） 

(3) 提携大学図書館の利用（新型コロナウイルス感染症拡大により中止） 

(4) 調査の際のまちづくり研究員の肩書使用（研究倫理審査、名刺作成） 

(5) 三鷹市関係部署・機関、関連団体等による調査協力（研究員要望に沿って担当者等紹介） 

(6) 研究員同士の議論・交流の場の提供（まちづくりラボ年間 13 回開催） 

(7) 三鷹ネットワーク大学の施設利用（インタビュー、打ち合わせ等に活用） 

アドバイザー 

（論文コース） 

進邦徹夫（杏林大学教授）  西尾隆（国際基督教大学教授） 

小林盾（成蹊大学教授）   金子和夫（ルーテル学院大学教授） 

（まちづくり提案コース） 

大石田久宗（三鷹市社会福祉事業団理事長） 齊藤大輔（三鷹市企画部企画経営課長） 

佐藤証(電気通信大学教授)  吉田純夫(㈱まちづくり三鷹社長) 

※オンラインアドバイザー：芦沢壮一（スキルノート） 

年間の取り組み 

◆オリエンテーション 

5 月 30 日(土)オンライン 概要説明 オンラインコミュニケーション 

ミニ講義「まちづくり研究の醍醐味と心得」西尾隆（国際基督教大学教授）  
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◆研修 夜間オンライン 

開催日 研修テーマ 講  師 

6 月 19 日(金) 論文を書くということ※ 進邦 徹夫（杏林大学教授） 

6 月 23 日(火) アカデミック・ライティング 小澤 伊久美（国際基督教大学上級准教授） 

7 月 9 日(木) 社会調査法の基礎※ 小林 盾（成蹊大学教授） 

7 月 17 日(金) 三鷹市のデータについて※ 佐々木 健（三鷹市企画経営課） 

※一般受講者含む公開講座として開催 

◆目次・序文の発表会 三鷹ネットワーク大学教室 

研究員がそれぞれの論文の目次・序文などアウトラインを発表

し、アドバイザーによる指導を受けました。 

8 月 22 日(土)論文コース 

8 月 29 日(土)まちづくり提案コース 

◆まちづくりラボ 

原則、土曜日午後は三鷹ネットワーク大学教室、金曜夜はオンライン、論文内容について発表・検

討し、情報交換や交流にもなりました。 

① 6 月 13 日(土)、② 6 月 26 日(金)、 

③ 7 月 11 日(土)、④ 7 月 31 日(金)、 

⑤ 8 月 8 日(土)、⑥ 9 月 12 日(土)、 

⑦ 9 月 25 日(金)、⑧ 10 月 10 日(土)、 

⑨ 10 月 23 日(金)、⑩ 11 月 14 日(土)、 

⑪ 1 月 23 日(土)、⑫ 2 月 13 日(土)、 

⑬ 3 月 13 日(土) 

◆中間発表会 

書きかけの論文の組み立てや内容を発表

し、アドバイザーによる指導を受けました。 

11 月 28 日(土)論文コース 

12 月 5 日(土)まちづくり提案コース 

◆論文提出 

 期限：2021 年 3 月 31 日 

 提出論文：12 本 

 

2021(令和 3)年度 まちづくり研究員事業 

 提出のあった論文については学術者による査読を経て、原則としてすべて「論文」または「研究

ノート」として紀要に掲載します。ただし、査読者の指摘のあった部分については筆者が修正し再

提出しました。なお、2年計画で論文を執筆している研究員は、令和 4年 3 月の提出を目指し、調

査・研究に継続して取り組んでいます。 

 

目次・序文の発表会 

まちづくりラボの様子 

中間発表会 



 論文提出者は、三鷹まちづくり総合研究所長である三鷹市長に研究成果の報告を行いました。ま

た、市民向けの発表会も予定しています。 

◆市長報告会 

日時 4 月 16 日(金)午前 

場所 三鷹市役所（協議会室） 

出席者 市長・副市長・論文テーマに関

連する部署の部課長、担当者 

◆市民向け発表会(予定) 

日時 11 月 6 日(土)午後 

場所 三鷹ネットワーク大学 

 なお、2021 年度は新たに 8件の研究テーマで 11 人にまちづくり研究員を委嘱しました。 

 

研究と実践の往復運動の始まりに 

 

まちづくり研究員アドバイザー 

西尾 隆（国際基督教大学特任教授） 

 

河村孝市長のイニシアティブで、「まちづくり研究員」制度を立ち上げると伺ったのは

2019 年秋のことでした。年が明けるとコロナ禍が世界を襲いますが、この制度の骨格づく

り、研究員の公募はスピーディーに進み、5～10 人を想定していた定員枠に 38 人（グルー

プ）の応募がありました。ここから私たちアドバイザーにとっても楽しいような苦しいよう

な、刺激に満ちた選考と助言の日々が始まります。しかし構想から 2年で紀要の刊行にこぎ

つけることができたのは、市民と職員の間に「まちづくり研究」の気運が充満していたから

だと思います。 

では、「まちづくり研究」とは何か。私自身は、1988 年に三鷹市と ICU の協働で発足した

「三鷹まちづくり研究会」に参加して以来のかかわりなので、一定のイメージはもっていま

した。この時は研修を兼ねた職員と教員の調査研究でしたが、今回は広く市民公募による研

究活動となり、再定義を迫られることになりました。「査読」という学会用語を使って審査

をする以上、一定の基準は必要です。とはいえ、研究者が「これがまちづくり研究である」

と範囲・性格・水準を示すような代物ではなく、暫定的な説明をしながら共通理解を形づ

くっていくしかありません。 

昨年 5 月のオリエンテーションでは、①共著を含め論文とは 1人で書くもの、②他方、ま

ちづくりの仲間という伴奏者がいること、③研究には過去からの積み重ねがあること、④ま

ちづくり研究では K. レビンのいう「アクション・リサーチ」、つまり実践と研究の往復運

動が効果的であること、などを話しました。研究活動が求める厳しさは覚悟しなければなり

ませんが、まちづくり研究のもつ可謬性と言いますか、試行錯誤と対話の大切さを強調して

おきたいと思った次第です。 

今回、提出された 11 本の論文を拝見し、まちづくり研究の広がり、深まり、新しい可能

性を実感しました。提出して終わりではなく、ここから研究と実践の往復運動が始まること

を期待しています。 

 

三鷹市長への報告会 
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市民参加方法の解明と再構成についての試論 

―三鷹市のまちづくりディスカッションをめぐって― 

 

汪  穎 

 

 

１ はじめに 

 

 本稿は、日本の市民参加をさらに発展させるため、

三鷹市のまちづくりディスカッション（以下は「ま

ちディス」と省略する。）という市民討議方式に着目

し、その仕組みと運用状況を検討しつつ、市民参加

方法の再構成について論じることとする。 

 

1.1 問題の所在 

日本の市民参加は 1960 年代頃の生活環境破壊に

対する取り組みを中心とした住民運動を背景に展開

され、そして地方分権改革の流れに乗り、その動き

が各地に広まっている（大田 2007：156）。現在、政

策等の案の作成段階から市民参加を取り入れる地方

公共団体が増加し、特に公共施設の設立・廃止や市

の基本計画の設定・改正など重要な事項に関して、

公募市民から構成される多種多様な市民会議に素案

の作成作業を実質的に委ねることが増加している1)。

また、市民の市政への参加を促進することを目的と

して、本来学識経験者や市民団体の代表者のみに

よって組織される審議会には、現在公募による市民

委員が徐々に、見られるようになってきている2)。し

かし、このような措置においても多少問題が残って

いる。 

まず、市民会議には、市民がだれでも参加できる

わけではないため、参加者が固定されてしまうとい

う従来から市民参加に見られる問題が依然存在して

いる。次に、審議会においては、公募市民がどのよ

うに位置付けられるか、つまり公募市民が一般市民

の代表になれるかどうかも問題になる。また、現在、

日本において、一般的に実施されている市民参加方

法は、「市民参加を広げる」方法及び「市民参加を深

める」方法という観点で評価すれば、どちらか一方が

満たされない点があり、二つとも満たすものが未だ

に存在していないと思われる3)。例えば、意見公募手

続を通して、広範囲な市民からの意見を収集できる

が、複数回にわたって議論をすることは難しいと思

われる。それに反して、意見交換会や説明会などに

は、時間と場所に制限が存在しているため、市民同

士あるいは市民と行政が議論できる一方、市民参加

者の人数が限られるという弱点が残されている。 

他方、東京都の多摩地域東部に位置する三鷹市は、

1971 年に全国の地方公共団体に先駆けて初めてコ

ミュニティプランを発表して行政に導入した4)。そ

こでの市民参加は約 50 年間にわたり、市民とまち

に蓄積したものとなっており、日本国内のみならず、

世界的にも知られている5)。 

三鷹市が用いる様々な参加方法の中で、特に、2006

年にドイツのプラーヌンクスツェレという市民参加

の手法を参考にして作成されたまちディスは、すで

に 10 回実施され、今後とも市民の意見を聞くため

の主要な手立てとして使用されるであろうと考えら

れる6)。まちディスは市民会議の一種に位置付けら

れるが、本稿ではその特徴に着目して検討を進める。

それが、市民参加の効果的な方法であるということ

が、検証できれば、他の地方公共団体が活用するこ

とによって、現在日本の市民参加の効果がより一層

上げることができるだろう。 

 

1.2 本稿の位置付け 

 市民参加における問題を改善するため、すでに多

くの学者からの研究が積み上げられている。それら

の研究は主に２種類に区分でき、１つは、法学者に

よる法律上の市民参加手続の改善を中心とした研究

であり、もう 1つは、政治学者、都市工学者をはじ

め、多く分野の学者による市民参加方法の仕組み及

び運用状況に関する研究である7)。しかしながら、両

者の研究には未だに限界が存在している。前者は法

制度上の手続にこだわって、実務上の運用に関する

研究を欠いており、他方、後者は市民参加方法につ

三鷹まちづくり総合研究所  まちづくり研究員による研究
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いての単一の事例に限定しているものが多くて体系

的な研究が乏しい。それゆえ、当該参加方法の全体

像を把握することは困難である。 

 以上のことを鑑み、本稿は現存のまちディスに関

する研究に基づき、三鷹市における当該市民参加方

法の運用状況をまとめると同時に、運営者側と参加

者側両方と対話した上で、前述した地方公共団体に

おける審議会・市民会議と比較検討しつつ、新たな

市民参加方法としてのあるべき姿を試論的に考察し

ていく。 

 

2 三鷹市の市民参加方法としてのまちディス 

 

 本章は、まず、三鷹市まちディスの仕組みと特徴

を明らかにし、そして、その運用状況をまとめた上

で、関係者及び経験者からの議論を参考にして、検

討することとする。 

 

2.1 三鷹市まちディスの概観 

2.1.1 作成のきっかけ 

三鷹市は 1975 年前後から「コミュニティ・カル

テ」、「まちづくりプラン」、「まちづくり懇談会」、「ま

ちづくり研究所」等を経て、平成に入ってからは公

園、学校建て替えでのワークショップ等独自の工夫

を加えて活発な市民参加を進めてきた（三鷹市 

2018：394）。そして、1999 年に、メンバーが全員公

募市民による市の基本計画の素案づくりの会「みた

か市民プラン 21 会議」が発足し、約 1年間の検討期

間を費やして市民の視点からまとめられた『みたか

市民プラン 21』が市に提出された。当時、この 375

名の公募市民による参加の実現は日本全国からの注

目を浴びた8)。 

その後、地域において、これまで市民参加に取り

組んだ経験がなかった市民に、より多くの参加の機

会を提供するため、そして、同様の市民参加方法を

繰り返すことによって生じた疲労感を無くすため、

2000 年初頭から三鷹市では、市民参加をめぐる多種

多様な試みが行われてきた。市民海外インターン

シップ制度（2004 年）、三鷹市 e フォーラム（2004

年）など新たな制度を創設したことを始め、「三鷹市

自治基本条例」（2006 年）及び「三鷹市パブリック

コメント手続条例」（2006 年）によるパブリックコ

メント手続を定めたこと、民・学・産・公の協働を

目指して三鷹ネットワーク大学を開設したこと

（2005 年）等の一連の動きが見られるようになった。

それらの動きの中には、ドイツで行われている市民

参加方法であるプラーヌンクスツェレに基づき作成

された市民討議方式、いわゆるまちディス（2006 年）

も含まれている（後藤 2006：83）。 

 

2.1.2 仕組み 

三鷹市まちディスの仕組みは準備段階、実施段階

及び最後のまとめ段階の３つに分けられうる。以下

はそれぞれの段階を区分して説明していく。 

ア 準備段階 

（ア） 市の所管部局 

この段階において、市の所管部局（三鷹市企画部

企画経営課）は用意することが３つある。第１に、

三鷹市における特定非営利活動法人みたか市民協働

ネットワーク（以下「市民協働ネットワーク」とい

う。）とパートナーシップ協定書を締結することであ

る。市民協働ネットワークは 2008 年末から三鷹市

市民協働センターの指定管理者になった9)。まち

ディスの実施にあたって、市の部局の代わりに、市

民協働ネットワークが設置した実行委員会が主要な

役割を演じている。そのため、あらかじめ市と市民

協働ネットワークとの関係や役割分担、相互協力の

内容などを明確にさせる必要がある10)。 

第 2 に、当年度実施されるまちディスのテーマに

関する情報を収集して整理することである。これは、

所管部局にとって、もっとも力を入れなければなら

ないことであると考えられる。他方、資料作成のみ

ならず、テーマに関連する各分野の行政職員または

専門家への情報提供を依頼することも肝要である。 

第 3 に、住民基本台帳から無作為抽出によって参

加市民を抽選し、そして招待状を送ることである。

三鷹市は、18 歳以上の市民の中の 1000 人から 1800

人に参加を呼びかける参加依頼書を送付し、参加を

承諾した市民を参加者として登録する。 

（イ） 実行委員会 

前述したように、市民協働ネットワークによる組

織された実行委員会はまちディスの実現過程におい

て、非常に重要な役割を果たしている。実行委員会

の委員は委員長 1人及び副委員長 3人を含む、約 30

12
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いての単一の事例に限定しているものが多くて体系
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前述したように、市民協働ネットワークによる組

織された実行委員会はまちディスの実現過程におい

て、非常に重要な役割を果たしている。実行委員会

の委員は委員長 1人及び副委員長 3人を含む、約 30

3 

人である。そして委員は無償のボランティアであり、

その中の多くは地元の大学生や住民協議会など多様

な団体に参加している市民である。 

その具体的な役割について、まず準備段階におい

て、実行委員会は市の所管部局と協力して、まちディ

スの基本テーマ及びそれに関連する小テーマを選定

する。そして所管部局からまとめられた資料や情報

などを確認する。他方、まちディスの運営を円滑に進

めるため、スケジュールを策定して会場を用意する

など以外に、実行委員会は委員個人に対して、まち

ディスを実施するときに終始中立性を持つべきなど

の養成を行わなければならない。 

イ 実施段階 

 三鷹市まちディスを開催する前に、すべての参加

者が任意に小テーマごとのグループに分けられてお

り、そして、小テーマによって会場も区別されてい

る。会場では 4 から 5 グループに分かれ、1 グルー

プにつき原則として参加者が 5人とされている。グ

ループは作業用のシートとなる模造紙を置いたテー

ブルを囲んで、また付箋紙も各テーブルの上に多数

用意されている。 

 今まで、三鷹市まちディスの開催期間は主に 2日

間であり、休憩を含んで午前 10 時から午後 6 時ま

で続けられる。ただし、高齢の参加者がいるため、

全体で 1日半とすることが参加者の負担を減少させ

ようとの意見が提出された。それを受けて、近年、

開催期間が短縮されることが見受けられるように

なった（第 4次基本計画第 2次改定に向けた「みた

かまちづくりディスカッション」実行委員会 2020：

7）。 

三鷹市まちディスの進め方として、実行委員会に

よって当該活動の流れ、及び取り扱われている基本

テーマを紹介することから始め、そのあと、参加者

が情報提供に基づき、お互いに意見を交換すること

がメインとなる。より具体的には、行政職員または

依頼された専門家が情報を提供したあと、各グルー

プの参加者が 1時間の間に自由に意見を交換する作

業である。参加者は付箋紙に自分の意見を書き込ん

で他の参加者と交流し、最後に 1 つのグループで 3

つまでの意見をまとめて、模造紙の所定の欄に記入

する。それをもとに、各グループはまとめた意見を

発表し、テーマ別会場内の全グループが発表を終

わったあと、それらの意見に対する傾向と分布を見

る目安とするため、会場にいる参加者全員がシート

を貼りつける形式で投票を行う（第 4次基本計画策

定に向けた「みたかまちづくりディスカッション」

実行委員会 2012：3)。このような情報提供及び意見

交換は、まちディスの開催期間内に 4、5 回ほど繰り

返して実施する。なお、三鷹市まちディスの参加者

は一人当たり 2日間で 6 千円の謝礼金及び参加記念

品をもらえる11)。 

ウ まとめ段階 

 三鷹市まちディスで提出された市民意見を取りま

とめることは、実行委員会が所掌している重要な事

務の 1つである。報告書を作成するのは、委員長ま

たは副委員長に委ねるが、作成したあとで実行委員

会の全員によるチェックは不可欠である。報告書に

記入されるのは基本的に、まちディスの概略説明、

進行方法、実施結果、実施評価、前回の実施結果へ

の市の対応策の５つである。まとめられた報告書は

市に提出される。 

 

2.2 三鷹市まちディスの運用状況 

三鷹市ホームページで掲載されている通り、2006

年から 2019 年にかけてまちディスは合計 10 回実施

された。その運用状況の全体像を把握しやすくする

ため、基本情報を以下の表１に整理した。それに示

したように、まちディスの基本テーマは、市の基本

計画、都市計画及び大規模施設など幅広い分野に及

んでいる。そして、小テーマにおいても防災、福祉、

環境など市民と関わりが深いものが見受けられる
12)。まちディスの開催期間は、基本的に 2日間であ

り、事情によって短縮・延長する場合もある。 

三鷹市のまちディスの参加者には、初めて行政の

呼びかけによる行政活動に参加した市民が多く存在

している。毎回の参加者は、少ないときには 50 人に

も満たなかったが、それに対して多いときには、100

人近くも参加したこともあった。そして、まちディ

スの参加者に対する 4回のアンケート調査から明ら

かになったのは、4 回とも初めて市民会議に参加し

た人は全員の 95%以上を占めていたことである13)。 
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2.3 三鷹市まちディスについての評価 

前項は公開されている統計に基づき、三鷹市まち

ディスの運用現状をまとめたものである。他方、本

稿の準備の過程で以下の三鷹市まちディスと関わり

がある人々に対するヒアリングを 3回実施した。対

象は、2020 年 7 月 30 日に三鷹市企画部企画経営課

の職員、同年 8月 23 日に 2019 年「第 4 次基本計画

第 2 次改定に向けたみたかまちづくりディスカッ

ション」実行委員会の委員 4名、同年 8月 25 日に三

鷹市まちディス実行委員会の委員長である。ヒアリ

ングの結果を踏まえ、本項では得られたまちディス

に対する評価を紹介し、そして次項ではまちディス

にいまさら残されている問題をまとめたうえ、筆者

個人の意見を述べてみる。筆者による調査はまだ端

緒的なものにとどまるが、新たな知見も得られたた

め、適宜紹介することにしたい。そこから、三鷹市

まちディスの実施による効果も窺い知ることができ

ると思われる。 

表 1 三鷹市で実施されたまちディスについてのまとめ 

 基本テーマ・主要内容 実施期間 
参加者数 

（抽出された市民数） 

1 「安全安心のまちづくり～子どもの安全安

心～」 

2006 年 

8 月 26 日、27 日 

1 日目 52 人、 

2 日目 51 人 

（1000 人） 

2 第 3 次基本計画（第 2次改定） 

三鷹の魅力、災害関係、高齢者関係 

2007 年 

10 月 20 日、21 日 

1 日目 47 人、 

2 日目 49 人 

（1000 人） 

3 「東京外かく環状道路（外環）計画」 

都市計画の変更 

2008 年 

8 月 23 日、24 日 

94 人 

（1000 人） 

4 第 4 次基本計画の策定 

三鷹の魅力、災害関係、環境関係 

2011 年 

10 月 29 日、30 日 

1 日目 98 人、 

2 日目 94 人 

（1800 人） 

5 「三鷹市地域防災計画」 2012 年 

7 月 28 日、29 日 

43 人 

 

6 北野の里(仮称)を中心としたまちづくり

ワークショップ 

2014 年 

2 月 11 日、16 日 

3 月 9 日 

1 日目 54 人、 

2 日目 53 人、 

3 日目 44 人 

7 第 4 次基本計画（第 1次改定） 

三鷹の魅力、公共施設関係、福祉関係 

2015 年 

10 月 31 日、11 月 1

日 

1 日目 83 人、 

2 日目 81 人 

（1800 人） 

8 北野の里(仮称)まちづくりワークショップ 2016 年 

11 月 6 日、27 日、 

2017 年 2 月 5 日 

1 日目 33 人、 

2 日目 35 人、 

3 日目 32 人 

9 「三鷹市庁舎・議場棟等建替え基本構想」 2018 年 

2 月 11 日、12 日 

62 人 

（1800 人） 

10 第 4 次基本計画（第 2次改定） 

情報関係、環境関係、 

2019 年 

11 月 2 日、3 日 

82 人 

（1800 人） 

出典：三鷹市ホームページに掲載されている情報に基づき作成 
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2.3.1 参加者を選ぶ方法 

三鷹市まちディスには無作為抽出によって市民に

呼びかけた。それに対して、市の所管部局及び実行

委員会両者ともその有効性を認めた14)。無作為に抽

出された市民のほとんどは、今まで行政活動に参加

した経験がなかった市民であり、そして、普段意見

公募手続を通して意見を提出した者や公募によって

選ばれたなどの強い意見を主張する者と異なり、行

政に選ばれたから出てきたため、圧力や陳情を気に

することなく、合理的な解決策を生み出していける。

したがって、三鷹市まちディスは様々な立場にいる

市民の意見を収集することに適する取り組みである。

また、それを通して提出された市民意見の質が高く、

素案に反映すべき内容となったと評価されている

（基本計画改定に向けたまちづくりディスカッショ

ン実行委員会 2008：26）。 

 

2.3.2 実行委員会と行政の関係 

実行委員会と行政の役割分担について、市の所管

部局及び実行委員会から得た情報と評価は以下の通

りである。三鷹市まちディスにおいて行政と実行委

員会は上下関係ではなく、対等関係をとっている。

行政は費用を負担し、関連情報を提供しているが、

それ以外のこと、すなわち最初の小テーマを選定す

ることから、最後のまとめまでのほとんどは実行委

員会が主導して行っている。 

これは、行政にとっても負担が軽くになり、実行

委員会に参加している多くの委員にとっても自己達

成感が得られ有益なことである。なぜなら、委員の

多くは市政に関心が深い市民であるため、すでに

様々な市民活動を通して行政と関わりをもっている。

現在、実行委員会の委員として、行政活動に参加し

た経験がなかった市民のために意見を反映する場所

を作り上げたことが、委員にとってはさらにレベル

が高い参加となった。一方で、しばしば強調された

のは、三鷹市まちディスのような行政と実行委員会

との協力によって実現された場合は、両者の信頼関

係を作ることが肝要であるという点である。 

 

2.3.3 情報の提供 

 市の所管部局によれば、三鷹市まちディスにおけ

る情報提供は、普段地方公共団体に実施されている

説明会や意見交換会などと相違がある。後者につい

ては、会議を開催するまえ、行政はすでに方針・計

画を作り上げて、それを提示するだけとなることが

多い。それに対して、まちディスにおいて、提供さ

れた情報は偏っておらず、客観的で全面的なもので

ある。具体的には、違った観点を有している情報提

供者からのそれぞれの発言があり、専門家からも他

の地方公共団体の事例を分析して出されることもし

ばしばある。 

また、市の所管部局と実行委員会ともまちディス

の実施過程において中立性をもたなければならない

ことが強調されている。情報提供に基づき、参加者

が意見を交換するときに、市の所管部局もしくは実

行委員会は、自ら意見を差し控えて参加者を誘導す

ることはない。従って、すべての意見は参加者が考

えて出されたものである。 

 

2.3.4 今後への影響 

三鷹市まちディスを実施することは、今後三鷹市

での市民参加に対して、どのような影響を及ぼすの

であろうか。この質問について、市の所管部局と実

行委員会による答えは以下の通りである。まちディ

スを通して、参加者は市民参加に対する態度が不信

から信頼に変化している。当初、多数の市民は最初

にまちディスの参加依頼書をもらったときに不信感

をもっていた。しかし、実際に体験したあと、ほと

んどの参加者は満足度が高く、そして自分のまちを

自分で作るという認識が生み出されるようになった
15)。報告書に記載されているアンケート結果による

と、92%以上の参加者が、今後も行政活動に参加する

機会があれば、参加したいという意向を示している
16)。さらに、参加者からの「初めて市民になった感

じ」とのコメントも実行委員会の委員に強い印象を

与えた。したがって、三鷹市まちディスの実現は、

市政に関心をもち、将来のまちづくりに主体的に参

加する市民の拡大につながっている。 

 

2.4 三鷹市まちディスに残された問題とそれ

に対する提言 

三鷹市においては、まちディスを今後とも継続的

に実施するとしている。しかし、現在のまちディス

にはまだ何か問題が残っているか、もしくは今後ど
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う改善していけるかについて、ヒアリングをまとめ

た意見は以下の 2つとなる。 

1 つは、今後のまちディスは対面での話し合いの

みならず、電子方法の利用を導入することを、行政

と実行委員会の委員とも期待している。本来、まち

ディスに参加している市民の数は少ないとはいえな

い。しかし、アンケート調査によると、無作為に抽

出された市民には参加する意欲があるが、時間が合

わないなどの原因で参加できない市民も存在してい

る17)。したがって、多くの市民が参加できるように、

ユーチューブなどの通信手段を使い、まちディスの

開催状況を広く市民に発信するという意見が実行委

員会の委員に提出された。 

他方、2020 年から新型コロナウイルス感染症が蔓

延し始めたため、平素は対面で行われているまち

ディスの開催が困難になった。それを背景にして、

行政と市民、両者とも電子方法を利用できる参加に

対する期待が強くなっている。それゆえ、今後、Zoom

など多種多様な電子方法を利用して現存のまちディ

スに参加しやすくする方法を講じることも肝要であ

ると思われる。 

もう 1 つの問題としては、複数の参加者が今後と

も三鷹市まちディスに参加したいという意向を示し

ている。しかしながら、まちディスの参加者は無作

為に抽出されているため、再び選ばれる可能性が低

いという懸念が実行委員会の委員によって示された。

この問題について、筆者の意見としては、それらの

参加者を、次回の実行委員会の委員として招待する

ことによって、可能にすることができるであろう。 

 

3 市民参加方法の再構成のための試論 

 

 前章においては三鷹市まちディスの仕組み及び実

際の運用状況などをまとめた。三鷹市以外を見ると、

まちディスと類似する取り組みを実施している地方

公共団体はほかにも若干ある18)。それに対して、公

募市民から構成される市民会議または市政への市民

参加を目的としての審議会が、地方公共団体にしば

しば見受けられる。それらと三鷹市まちディスと比

較してどのような違いがあるか、またそれぞれの特

徴が何かを、明らかにした上で、市民参加方法の再

構成について試論を述べる。 

3.1 三鷹市まちディスと異なる市民参加方法

との比較検討 

3.1.1 無作為抽出による参加者――公募による

参加者 

三鷹市まちディスにおいてもっとも注目されてい

るのは、住民基本台帳から無作為抽出で参加者を募

ることである19)。無作為抽出という方法を通じて選

ばれた市民は、初めて行政活動に参加する人が多く、

そして平均的な市民が選ばれる可能性が高い。また、

事前に参加者と面会したことがないため、行政は

個々の参加者がどのような人であるか、どのような

経験・観点をもっているか等をあらかじめ把握でき

ないと思われる。 

それに対して、地方公共団体における審議会及び

市民会議には市民委員が必要となる場合に、公募す

ることが普通である20)。公募の多くの場合、小論文

や応募するに至った動機を書いた作文の提出を求め、

選考することが多い21)。応募する市民のほとんどは

行政活動に参加する意欲が高く、そして特定分野に

関する知識をある程度保有していると考えられる。

また、行政は事前に面談などを経て応募市民がもっ

ている意欲・観点を把握することも可能である。 

このように、無作為抽出を基礎とするか公募とする

かには、それぞれ固有の特徴がある。どのような市民 

の意見を収集するかという目的に違いがあるのであ

り、必ずそれらに優劣があるわけではない。しかし、

公募の場合、「応募する市民は、いつも同じメンバー」

というおそれがあり、結果的に参加する市民が重複し

てしまうという状況になるかもしれない。それと参加

者の固定化・特定化という問題に繋がって、そこで提

出されたことは、多くの市民の意見と乖離する可能性

があり、市民の意見を代表していないのではないかと

の考えも存在している（松下 2013）。さらに、公募に

よって市民委員を選択することは、結果的に行政の判

断による決定にすぎないと考えられる（豊島 2003：

207-208）。 

他方、無作為抽出の実行は、行政にとってかなり

仕事量の増加になると考えられる。三鷹市において

は抽出された市民のうちの 5％から 10％までの人が

実際参加しているため、市は想定する人数の市民に

参加してもらえるように、数多くの市民を抽出して

参加依頼書を送る必要がある。まちディス報告書の
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た意見は以下の 2つとなる。 

1 つは、今後のまちディスは対面での話し合いの

みならず、電子方法の利用を導入することを、行政

と実行委員会の委員とも期待している。本来、まち

ディスに参加している市民の数は少ないとはいえな

い。しかし、アンケート調査によると、無作為に抽

出された市民には参加する意欲があるが、時間が合

わないなどの原因で参加できない市民も存在してい

る17)。したがって、多くの市民が参加できるように、

ユーチューブなどの通信手段を使い、まちディスの

開催状況を広く市民に発信するという意見が実行委

員会の委員に提出された。 

他方、2020 年から新型コロナウイルス感染症が蔓

延し始めたため、平素は対面で行われているまち

ディスの開催が困難になった。それを背景にして、

行政と市民、両者とも電子方法を利用できる参加に

対する期待が強くなっている。それゆえ、今後、Zoom

など多種多様な電子方法を利用して現存のまちディ

スに参加しやすくする方法を講じることも肝要であ

ると思われる。 
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ることが普通である20)。公募の多くの場合、小論文

や応募するに至った動機を書いた作文の提出を求め、

選考することが多い21)。応募する市民のほとんどは

行政活動に参加する意欲が高く、そして特定分野に

関する知識をある程度保有していると考えられる。
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は抽出された市民のうちの 5％から 10％までの人が

実際参加しているため、市は想定する人数の市民に

参加してもらえるように、数多くの市民を抽出して

参加依頼書を送る必要がある。まちディス報告書の
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統計によれば、1000 人に参加依頼書等を送るための

郵送料だけでも約 20 万円がかかる（基本計画策定

に向けたまちづくりディスカッション実行委員会 

2008：30）。他方、市民からの様々な疑問に回答する

ため、市役所等の場所内に専用の電話を置いて対応

することも必要である。 

これと比較して、公募する場合には、行政の負担は

それほど大きくないと思われる。行政は募集情報を市

役所のホームページもしくは広報誌に載せて、応募に

くる市民の中から相応しい人を選んで登録することで

済ませるであろう。さらに、市職員によって直接知り

合いの市民に依頼する場合もある。 

 以上の内容を鑑み、無作為抽出もしくは公募による

参加者それぞれの特徴は表2にまとめることができる。 

 

3.1.2 第三者主導――行政主導 

前章で述べたように、三鷹市まちディスを主導し

ているのは、市民協働ネットワークが組織した実行

委員会である。こうした行政以外の第三者による運

営のメリットがいくつか見受けられる。まず、実行

委員会の委員も市民であるため、行政政策などに対

する先入観にとらわれる可能性が行政主導に比較し

て低い。次に、行政が主導している市民参加に対し

て、市民は不信感や対抗的な意識をしばしばもって

いる。それが、同じ市民の立場に立っている実行委

員会による運営であればこのような状況を改善でき

ると考えられる22)。また、実行委員会はまちディス

を実行する前に、複数回にわたって会議をする必要

がある。そこであらかじめ行政が提供しているテー

マや情報などをチェックする機能を果たしている。 

しかし、実行委員会による運営の場合においても、

デメリットが存在している。もっとも大きいと思わ

れるのは、行政政策を作成する過程での迅速性を害

することである23)。具体的には、実行委員会の委員を

育成することや実行委員会との相互的に意見交換等

には、時間をかけなければならい。また、三鷹市には、

ボランティアで働く熱心な市民が多い。そうでない

場合、こうした人件費も経費として計上され、行政が

支払わなければならない。 

他方、地方公共団体において、行政が市民参加を主

導することは通常である。第三者主導と異なり、行政

主導による市民参加は、政策を作成する迅速性を害

する場合が少なくなる一方、行政は既存の考え等に

有利な資料を提出し、参加者の考えを誘導するおそ

れがある。また、市民は一般的に行政が主導している

市民参加に対して、対抗心を持っている。 

それゆえ、第三者主導による市民参加及び行政主

導による市民参加の比較は以下の表 3にまとめるこ

とができる。 

 

3.1.3 合意形成――個別意見 

 現在、地方公共団体における様々な市民参加方法

表 2 無作為抽出による参加者及び公募による参加者の比較 

 無作為抽出による参加者 公募による参加者 

1 平均的な市民の性質が強い 平均的な市民の性質が弱い 

2 専門性不明 専門性が比較的に強い 

3 事前に参加者の観点を把握できない 事前に参加者の観点をある程度把握できる 

4 行政にとって負担が大きい 行政にとって比較的に負担が小さい 

表 3 第三者主導による市民参加及び行政主導による市民参加の比較 

 第三者主導による市民参加 行政主導による市民参加 

1 行政の事務量が少ない 行政の事務量が多い 

2 主導者の客観性が強い 主導者の客観性が弱い 

3 政策作成の迅速性が弱い 政策作成の迅速性が強い 

4 市民の対抗心が弱い 市民の対抗心が比較的に強い 

5 人件費が必要になる場合がある  

三鷹まちづくり総合研究所  まちづくり研究員による研究
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はそれぞれ収集された意見の形態によって、2 種類

に区別できると思われる。 

1 つは、市民一人一人が考えた個々の具体的な意

見を収集する方法である。例えば、意見公募手続、

アンケート調査、ヒアリング等が挙げられる。これ

らの方法を通して直接的に多くの市民の意見を聞く

ことができ、多種多様なアイデア、ニーズ等を把握

することが可能になる。そして、周りの人に影響さ

れることがなく、意見提出者は完全に個人の考えを

述べているといえよう。 

もう１つの市民参加方法は、市民同士もしくは多数

の人が討論・検討を経て最後に意見をまとめること、

つまり合意形成が基本とされているものである。公募

市民から構成される市民会議はこれに該当し、また市

政への市民参加を目的としての審議会も、最終的に多

数の人の意見をまとめる形となっているため、この種

に属するといえる。これらの市民参加方法で複数回に

わたる討議を経て、参加者は多種多様な意見を集約・

調整し、最後により整えられた意見を提出する。 

一方で、こうした審議会・市民会議において、重視

されるのは参加者全員からの合意であるため、最後

に提出された報告書は、意見がまとめられたものが

ほとんどである。もちろん、個別意見も話題となった

場合が存在しており、そして会議録などに記載され

ている。しかし、一般市民がそれを自発的に探すこと

は、稀であろう。 

 それに対して、三鷹市まちディスを実施すること

によって、以上の 2種類の市民参加方式の意見を同

時に収集することが可能である。まちディスには毎

回約 80 名の参加者があり、討論後の全員投票によっ

て参加者が一致している意見を明らかし、またそれ

にとどまらず、参加者により提出されたすべての意

見がまちディスの報告書に残っている。つまり、三

鷹市まちディスによる市民参加では合意形成及び個

別意見の両方を収集できるといえるであろう。ただ

し、まちディスの経験者によれば、特に少数意見に

対してどのように尊重すべきかがまだ問題となって

おり、それは今後の三鷹市まちディス及びまちディ

ス成果の政策反映の段階での検討課題と考えられる。 

 それゆえ、個々の参加方法によって収集された意見

の態様を比較して以下の表4にまとめることができる。 

 

3.2 新たな市民参加方法のあるべき姿につい

ての検討 

 まちディスを実施するにあたって、どのように利

用するか、またそれと現在しばしば利用されている

市民会議及び審議会との関係をどのように取り扱う

かについて、以下は単独で参考・利用が可能な場合

と、審議会・市民会議と組み合わせて利用する場合

に分けてそれぞれを提言してみたい。 

 

3.2.1 単独での参考・利用方式 

 まちディスは計画案の策定段階において、多くの

市民を参加させ、そして複数回の討議を経て最後に

参加者が合意を形成する点で、市民会議とかなり類

似している。前文で述べたように、市民会議におい

ては、いくつかの問題が残っている。まちディスの

仕組みを参考にして、それを改善できる可能性が高

表 4 個々の市民参加方法によって収集される意見の比較 

市民参加方法 
意見の形態 

合意形成 個別意見 

1 意見公募手続  ○ 

2 アンケート調査  ○ 

3 関係者へのヒアリング  ○ 

4 意見交換会 ○  

5 公募市民がいる審議会 ○  

6 市民会議 ○  

7 三鷹市まちディス ○ △ 
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い。さらに、市民会議の代わりにまちディスを実施

する可能性もあるのではないかと思われる。 

 まず、市民会議においては公募の方法によって市

民から委員を選ぶことがほとんどである。もちろん、

利害関係者や学識経験者なども委員の中に含まれて

おり、このような人たちが計画案を作成することに

特別な役割を果たしている。しかし、その以外の参

加者に関して、一般市民の代表としての代表性を強

めさせ、そして客観性を確保する観点から、まちディ

スの仕組みのように無作為抽出によって選ぶのはよ

り有益であろう。 

つまり、利害関係者や学識経験者など一部の委員

は依頼することによって参加させ、それ以外の市民

委員は無作為抽出によって選出する。これを実現す

ることによって、市民会議においては特別な利益調

整や専門性が害されないとともに、民主性を確保す

る点で進化させることができると思われる。 

 また、現在地方公共団体においては、行政機関が

市民会議を運営していることが通常である。しかし、

近年官民協働という認識が行政の中でも市民の中で

も強くなってきている。そして、行政と市民の間の

かけ橋としての中間組織である協働センターや市民

団体などを有している地方公共団体も少なくはない

といえよう。したがって、行政が市民会議を運営す

る負担を減少させると同時に、運営者が市民参加活

動に対する客観性を強化する目的から、今後はまち

ディスにおける実行委員会のように、第三者による

市民会議の運営が充分に期待できると思われる。 

 まちディスの仕組みを参考にして市民会議が改善

される可能性が高い。それに反して、市民会議の代

わりにまちディスのみを実行することは比較的に難

しいと思われる。その主な理由としては、まちディ

スは市民会議と同様に、数か月にわたって継続的に

討論することが困難である。三鷹市まちディスの実

践で明らかになったように、参加者が多いうえに高

齢者も多数いたため、本来 2日の活動期間も 1日半

に短縮せざるを得なかった。それゆえ、市民会議の

代わりにまちディスを単独で実施する場合、継続的

な審議会及び審議会的機能と施策の実施機能を併せ

持つ市民会議（以下は「審議会・市民会議」という。」）

と組み合わせることが可能であろうかと思われる。 

 

3.2.2 組み合わせの利用方式 

審議会・市民会議とまちディスを組み合わせて実

施することによって、それぞれの不充分なところを

改善し、市民参加の効果をさらに発揮させることが

期待できると思われる。 

 地方公共団体における計画案の作成と関わりがあ

る審議会・市民会議は一般的に、年に数回開催され

ている。そこで考えられるのは、審議会・市民会議

の開催期間内の比較的早期段階でより多くの市民か

らの意見を収集することを目的として、まちディス

を開催することである。そうすることによって、現

時点での審議会・市民会議委員の考え及び行政がま

とめた情報はまちディスへの検討資料として提出さ

れて参加者に討論される。また、委員は情報提供者

としてまちディスで直接に発言することも可能であ

る。他方、まちディスの実施によって収集された意

見もその後の審議会・市民会議の重要な検討資料と

して利用される。このような考えについてのイメー

ジは図 1の通りである。 

このような組み合わせによるメリットは主に 4つ

審議会・市民会議での考え・情

報及び委員による直接の発言 

市民の意見 

まちディス 審議会・ 

市民会議 

図 1 審議会・市民会議とまちディスの組み合わせ方式 

（筆者編集） 
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あると思われる。まずは、審議会・市民会議の透明

性を強化することである。審議会・市民会議の透明

性については、市民が傍聴する機会や会議録を公開

することなど複数の方策で確保されている24)。ただ

し、それは市民側が求めないと実現されないもので、

つまり消極的な公開である。それとは異なり、まち

ディスの多くの参加者に対して、審議会・市民会議

での検討記録を提供したり、委員が直接的に情報を

提供する場合、これは積極的な公開といえよう。 

次に、特に審議会の場合、公募によって一般市民

が委員を担当する目的は市民の市政への参加を促進

することにある。しかし、市民委員の数が少ないこ

とが現状である。それゆえ、目的をどの程度に実現

できるかについてはまだ疑問が残っている。審議会・

市民会議とまちディスを組み合わせることは、審議

会・市民会議とともに別の市民会議が設けられると

見なすことができる。それは市民参加を促進するた

めに機能し、そして審議会・市民会議の専門性を害

するおそれも防ぐことができると思われる。 

そして、審議会・市民会議への検討資料を充実す

ることになる。本来審議会・市民会議においては主

に行政から提供した資料に基づいて検討することが

多い。審議会・市民会議とまちディスとを組み合わ

せることによって、多くの市民からの意見を即時に

得ることが可能になる。 

最後に、前文で分析したように、審議会・市民会

議においては、参加者による合意形成が重要視され

ている。そこで作成された報告書はすでに回数を重

ねて検討され、成熟度が高いものといえる。それゆ

え、行政がその後で情報公開やパブリック・コメン

ト等を実施しても、作成された内容の根本的なとこ

ろを再び変更する可能性が低いと思われる。それに

反して、まちディスを通して収集された意見はより

分散的で、多様なものであるため、審議会・市民会

議の委員によってさらに深く検討して整えることが

必要であろう。 

 

4 残された課題 

 

本稿では、三鷹市まちディスの構造とその運用状

況を紹介したうえで、それと審議会、市民会議との

それぞれの差異をまとめつつ、市民参加方法の再構

成について提言した。 

しかしながら、本稿には未だに若干の不足が存在

している。まず、まちディスと類似している仕組み

は他にもいくつかの地方公共団体に存在しているが、

本稿での検討は三鷹市の仕組みにとどまっている。

そして、三鷹市まちディスと議会の関係をどのよう

に取り扱うかについても今後の検討に委ねるほかな

い。また、市民参加方法の利用に関する提言は、あ

くまでも筆者の個人的な考えにとどまっており、そ

れを順調に実現できるかどうかは実務によって検証

する必要がある。 

 

[注] 

1)  こうした市民会議に関しては、地方公共団体によって

名称に相異があるが、「出会いの場」として公募市民、

各種団体、利害関係者、学識経験者など幅広い層を参

画させ、特定の課題について協議を重ねるために設置

されるという点は、共通である。 

2)  例えば、大阪府豊中市の「審議会等委員の選任に関す

る指針」（平成 25 年 7 月 1 日）３の（７）市民公募に

よって、審議等の内容が、非常に高い専門性を有して

いるもの並びに個人のプライバシーに関するもので

ある場合等を除き、①委員数が 10 人以下の審議会等

は、市民公募枠を１人以上確保する。②それ以外の審

議会等は、市民公募枠を２人以上確保する。要するに、

現在の多くの審議会も市民参加の方法の一つと見な

されている可能性が高い。 

3)  現在、住民・市民参加についての規定を有している法

律に関しては、例えば地方自治法（令和元年法律 37

号）における住民の直接請求、住民投票（同法 261 条）、

行政手続法（平成 29 年法律４号）における意見公募

手続（同法 39 条）等が存在しており、そして、都市

計画法（平成 30 年法律 22 号）における公聴会等の開

催（同法 16 条）、都市計画の案の縦覧等（同法 17 条）

のように、多数の個別法においても住民を参加させる

要請が明らかである。また、条例によって市民参加手

続を明確化している地方公共団体も多数ある。常に見

られるのは意見公募手続、意見交換会手続、公聴会手

続アンケート調査等である。 

4)  具体的には、当時三鷹市が策定した「三鷹市中期財政

計画（第 2 次）」の中では、コミュニティが行政計画

の大きな柱として位置付けられた。三鷹市のコミュニ

ティ計画の特色としては 3 点がある。それは、①コ

ミュニティ条例の制定、②コミュニティ・センターの

整備、及び③市民自らのコミュニティ・センター管理、

である。 

5) 「みたか市民プラン 21 会議」、官民共同プロジェクト

「あすのまち三鷹」、三鷹ネットワーク大学での市民・

大学・研究機関・企業の協働が成果を上げ、2005 年度
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あると思われる。まずは、審議会・市民会議の透明

性を強化することである。審議会・市民会議の透明

性については、市民が傍聴する機会や会議録を公開

することなど複数の方策で確保されている24)。ただ

し、それは市民側が求めないと実現されないもので、

つまり消極的な公開である。それとは異なり、まち

ディスの多くの参加者に対して、審議会・市民会議

での検討記録を提供したり、委員が直接的に情報を

提供する場合、これは積極的な公開といえよう。 

次に、特に審議会の場合、公募によって一般市民

が委員を担当する目的は市民の市政への参加を促進

することにある。しかし、市民委員の数が少ないこ

とが現状である。それゆえ、目的をどの程度に実現

できるかについてはまだ疑問が残っている。審議会・

市民会議とまちディスを組み合わせることは、審議

会・市民会議とともに別の市民会議が設けられると

見なすことができる。それは市民参加を促進するた

めに機能し、そして審議会・市民会議の専門性を害

するおそれも防ぐことができると思われる。 

そして、審議会・市民会議への検討資料を充実す

ることになる。本来審議会・市民会議においては主

に行政から提供した資料に基づいて検討することが

多い。審議会・市民会議とまちディスとを組み合わ

せることによって、多くの市民からの意見を即時に

得ることが可能になる。 

最後に、前文で分析したように、審議会・市民会

議においては、参加者による合意形成が重要視され

ている。そこで作成された報告書はすでに回数を重

ねて検討され、成熟度が高いものといえる。それゆ

え、行政がその後で情報公開やパブリック・コメン

ト等を実施しても、作成された内容の根本的なとこ

ろを再び変更する可能性が低いと思われる。それに

反して、まちディスを通して収集された意見はより

分散的で、多様なものであるため、審議会・市民会

議の委員によってさらに深く検討して整えることが

必要であろう。 

 

4 残された課題 

 

本稿では、三鷹市まちディスの構造とその運用状

況を紹介したうえで、それと審議会、市民会議との

それぞれの差異をまとめつつ、市民参加方法の再構

成について提言した。 

しかしながら、本稿には未だに若干の不足が存在

している。まず、まちディスと類似している仕組み

は他にもいくつかの地方公共団体に存在しているが、

本稿での検討は三鷹市の仕組みにとどまっている。

そして、三鷹市まちディスと議会の関係をどのよう

に取り扱うかについても今後の検討に委ねるほかな

い。また、市民参加方法の利用に関する提言は、あ

くまでも筆者の個人的な考えにとどまっており、そ

れを順調に実現できるかどうかは実務によって検証

する必要がある。 

 

[注] 

1)  こうした市民会議に関しては、地方公共団体によって

名称に相異があるが、「出会いの場」として公募市民、

各種団体、利害関係者、学識経験者など幅広い層を参

画させ、特定の課題について協議を重ねるために設置

されるという点は、共通である。 

2)  例えば、大阪府豊中市の「審議会等委員の選任に関す

る指針」（平成 25 年 7 月 1 日）３の（７）市民公募に

よって、審議等の内容が、非常に高い専門性を有して

いるもの並びに個人のプライバシーに関するもので

ある場合等を除き、①委員数が 10 人以下の審議会等

は、市民公募枠を１人以上確保する。②それ以外の審

議会等は、市民公募枠を２人以上確保する。要するに、

現在の多くの審議会も市民参加の方法の一つと見な

されている可能性が高い。 

3)  現在、住民・市民参加についての規定を有している法

律に関しては、例えば地方自治法（令和元年法律 37

号）における住民の直接請求、住民投票（同法 261 条）、

行政手続法（平成 29 年法律４号）における意見公募

手続（同法 39 条）等が存在しており、そして、都市

計画法（平成 30 年法律 22 号）における公聴会等の開

催（同法 16 条）、都市計画の案の縦覧等（同法 17 条）

のように、多数の個別法においても住民を参加させる

要請が明らかである。また、条例によって市民参加手

続を明確化している地方公共団体も多数ある。常に見

られるのは意見公募手続、意見交換会手続、公聴会手

続アンケート調査等である。 

4)  具体的には、当時三鷹市が策定した「三鷹市中期財政

計画（第 2 次）」の中では、コミュニティが行政計画

の大きな柱として位置付けられた。三鷹市のコミュニ

ティ計画の特色としては 3 点がある。それは、①コ

ミュニティ条例の制定、②コミュニティ・センターの

整備、及び③市民自らのコミュニティ・センター管理、

である。 

5) 「みたか市民プラン 21 会議」、官民共同プロジェクト

「あすのまち三鷹」、三鷹ネットワーク大学での市民・

大学・研究機関・企業の協働が成果を上げ、2005 年度

11 

「インテリジェント・コミュニティ・オブ・ザ・イヤー」

で世界 1位に選出された（日本社会情報学会 2005：

12-13）。 

6)  本稿においては、三鷹市まちづくりディスカッション

を主な研究対象としたため、プラーヌンクスツェレに

ついての詳しい紹介を省略する。ドイツのプラーヌン

クスツェレについて、篠藤明徳は多数の研究成果を有

している。プラーヌンクスツェレとは、市民鑑定人と

して無作為に抽出され、限定された期間、有償で、日々

の義務から解放され、進行役のアシストを受けながら、

事前に与えられた解決可能な課題に取り組む市民の

グループである（篠藤 2012：8）。プラーヌンクスツェ

レは、特に 70 年代から 80 年代にかけて流行した参加

民主主義という政治思想を背景にもっており、行政へ

の市民参加という点が強く意識されている（曽根・柳

瀬・上木原・島田 2013：99）。 

7)  法学者によって市民参加手続の研究としては、例えば、

豊島明子「パブリック・コメントの意義と課題」、豊島

明子「審議会における住民参加の課題」、榊原秀訓「住

民投票制度―住民の討議に基づく多数意思の尊重」等

がある。また、他の学者による市民参加方法の仕組み

及び運用状況に関する研究としては、藤田由紀子「英

国地方自治体のコンサルテーション―公立小学校定

員拡張プロポーザルを事例として―」、加納圭「政策

形成プロセスへの市民参画―オリンピック・パラリン

ピック、ロボット、地方創生を例に―」、水町衣里他

「パブリックコメント・ワークショップの試行：「宇

宙基本計画（案）」をテーマとしたワークショップの

事例報告」等を例として挙げられる。 

8) 「みたか市民プラン 21 会議」には、公募市民 375 名が

集まり、773 回も話し合いを重ねた。現在、市民プラ

ンの答申に基づき、三鷹市市民協働センターが開設さ

れ、市民活動の支援、民学産官の協働の拠点として機

能している。 

9)  三鷹市民協働センターでは、地域における大量の市民

団体の情報を有しており、本稿執筆時点で、市民協働

センターに登録している市民団体は 130 団体ある。そ

こでの市民団体に関する情報は実行委員会の委員を

探すときに、重要な役割を果たしている。それを通し

て見つかるのは、地域を詳しく了解しており、そして

地元に愛着をもっている市民である。小泉秀樹は、ま

ちづくりセンターを設立経緯、目的及び主要な事業に

より整理し、「①行政出張所型」、「②公民館型」、「③

支援機関型」、「④実施機関型」の４つに分類した。「①

行政出張所型」は、自治体内に複数設置し、市民への

情報提供の場や市民の声を行政につなぐ最前線の窓

口としての機能を果たしており、地域課題の解決等、

身近な地域のまちづくりを支援しているところもあ

る。「②公民館型」は、住民のまちづくり活動の受け皿

となっており、まちづくり活動の拠点としての機能を

果たしている。「③支援機関型」は、公民館型の機能に

加えて、より積極的に働きかけていく仕組みを持ち、

総合的に住民のまちづくり活動を支援することがで

きる。「④実施機関型」は、支援を行っているところも

あるが、自らが主体となってまちづくり関連事業を実

施しており、住民まちづくりに対する支援機関という

よりはむしろまちづくりにおける主体性の発揮に軸

足をおいている（小泉 2016：26）。ここでの三鷹市市

民協働センターは「④実施機関型」にあたると思われ

る。 

10) 具体的には、市民協働ネットワークの役割と責務は以下

の６つになりうる。それは、①実行委員会の設置及び運

営に関すること、②事務局機能に関すること、③広報活

動等に関すること、④まちづくりディスカッションの結

果をとりまとめること（この点について協定書の中にそ

う記載されているが、実際には実行委員会が結果に対す

るとりまとめを所掌している）、⑤個人情報の保護に関

すること、⑥関係団体との調整に関することである。そ

れに対して、市の役割と責務は次の７つある。それは、

①実行委員会の運営に協力すること、②市政に関する情

報の提供に関すること、③広報活動に関すること、④参

加市民のリスト抽出に関すること、⑤経費の負担に関す

ること、⑥市民意見の反映に関すること、⑦報告書の検

討に関することである。「新庁舎等基本構想（仮称）策定

に向けた「みたかまちづくりディスカッション」の 実施

に関する協定書（2017年）第3条https://www.city. 

mitaka.lg.jp/c_service/072/attached/attach_724

94_3.pdf （最終閲覧日：2021 年 3 月 17 日）参照。 

11) 謝礼金については、多くの議論がされている。賛成論

は以下の理由を挙げている。まず、謝礼金が支払らわ

れることによって、参加者はまちディスが真剣なもの

であることを自覚でき、2日間を仕事として積極的に

こなすことである。そして、市民会議や審議会に出席

する学識経験者や調査等を委託されるコンサルタン

ト、また公的政策を立案する市役所職員は、決して無

給ではない。しかし、一般市民だけは無給というのは、

その意見はやはり軽んじているという本音があるの

ではないであろうか。他方、三鷹市まちディスのよう

な無作為抽出によって、市民に呼びかけて行政活動に

参加させるため、謝礼金を支払うのも当然であるとの

観点も存在している。それに対して、反対意見をもっ

ている者は地方公共団体の財政負担が過重になると

懸念している。三鷹市の場合、まちディスに参加者の

人数が多いため、やはり謝礼金の支払いはもっとも財

政がかかることになる。また、参加者には謝礼金が必

要ではないという意見をもっている人も大半数ある。

このような観点をもっている参加者は、一般市民とし

て行政政策の作成に招待され、十分に意見を述べるこ

とができることがすでに貴重な経験となっており、そ

して住むまちを自ら作ることができる以上、金銭をも

らう必要がないと述べている。 

12) 他方、ドイツのプラーヌンクスツェレは、①地域課題

の解決策を探る課題解決型タイプと、②公聴やアン

ケートのような意見表出型タイプとして用いられて

三鷹まちづくり総合研究所  まちづくり研究員による研究
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いる。前者は、計画策定や政策立案に関するプラーヌ

ンクスツェレが多く、後者は、公聴・世論調査・評価

に関するプラーヌンクスツェレが大半数である（松下 

2013：110-111）。 

13) より具体的には、2011 年のアンケート調査において

は95.9％があり、2015年は97.5％、2018年は95.1％、

2019 年は 97.5％である。 

14) 無作為抽出の方式による市民参加でもっとも興味深

いのは、参加と抽選を組み合わせた点である。これま

で自治体は、市民の主体性を前提とする数多くの参加

の仕組みを開発してきたが、改めて考えてみると、確

かに参加の仕組みがあることと実際に参加すること

とでは、大きな乖離がある。それを補うために、参加

という主体性と抽選という受動性をミックスする制

度設計が実に新鮮である。しかし、筆者は豊なる観点

をもっている。確かに抽選には受動性があるが、結局

参加するかどうかについての決定権はやはり市民が

握っている（松下 2013：117）。 

15) それと同じように、2005 年 7 月に、東京都千代田区

は初めてプラーヌンクスツェレを実施したとき、住民

基本台帳から無作為抽出された 599 人の市民に案内

状を送った。その結果、10 名程度から問い合わせがあ

り、参加を希望したのは 5 名。うち、実際参加したの

はわずか 3 名であった。残りの参加者は、知り合いに

頼んで参加した人々であった。そして、事後のアン

ケート調査における質問「初めに『市民討議会参加の

お誘い』が届いた時、どのようにお感じになりました

か？」に対し、無作為抽出で参加した人は 3 人全員が、

②胡散臭い案内かと思った、に回答している。（篠藤 

2005：24-25）。 

16) 「今回のまちづくりディスカッションのように、今後、

市政に参加する機会があれば、参加したいと思います

か」という質問に対して、「機会があれば、参加した

い」を回答した参加者は、2011 年 92.1％、2015 年

92.6％、2018 年 94.9％、2019 年 96.2%が存在してい

る。 

17) 2019 年「みたかまちづくりディスカッション」アン

ケート（参加依頼書に同封）の調査に「（不参加のみ）

今回の取り組み日程について」一問に対する回答 291

通には、「今回は都合が合わない」としたのが 164 通

（56.4％）あった http://www.city.mitaka.lg.jp/c₋

service/084/attached/attach₋84484₋4.pdf (最終閲

覧日：2021 年 3 月 17 日)。 

18) 日本においては、三鷹市まちディスと類似している市

民参加方法として、東京都千代田区の市民討議会、町

田市の無作為抽出型ワークショップ、静岡市の市民討

議会、小田原市のおだわら TRY フォーラム等が見受け

られる。 

19) また、2006 年に東京都立川市で実施された新しい市

民参加の特徴は、住民基本台帳を利用しなかったため、

住所に番号を振って無作為抽出し、メンバーが出席の

お願いをポスティングした。この場合、特定個人の無

作為抽出ではなく、家単位になる（篠藤 2006：30）。 

20) しかし、そもそも、審議会においては、民主性や専門

性の確保や利害調整という役割が求められるのであ

るから、単にこれまで参加できなかった住民に参加機

会が保障されるというだけでは、公募委員の存在意義

が不明確なものにとどまる。そして、公募委員は、当

該事案に関心を有しみずから積極的にこれに参画し

ようとする者であるにとどまり、ある利益団体や地域

を代表した存在ではない（豊島 2003：206）。 

21) 早川鉦二（2002：84）を参照。しかし、500 字ぐらい

の作文を通して、公募市民が特定の分野に関する専門

知識を有することを判断できるかに対しては、筆者は

疑問をもっている。 

22) 2020 年 8 月 23 日に「第 4次基本計画第 2 次改定に向

けたみたかまちづくりディスカッション」実行委員会

の委員にヒアリングをしたとき、ある委員の話による

と、彼が担当していたグループ内でのある参加者は最

初に当該参加に対して、懐疑的で、そして消極的な態

度を持っていた。しかし、グループの担当者も市民で

あることを分かった後で、前の態度が緩和された。 

23) 他方、直接民主主義の国、スイスでは第三者によるプ

ロのモデレーター制度が確立されている。住民参加に

は、計画者側が司会を行うのではなく、その計画の利

害に絡まない第三者のプロの司会者、モデレーターを

用意することは成功のための秘訣である（村上 2007：

204）。 

24) 1999 年の情報公開法制定を契機として、情報公開条

例の整備・充実が自治体における趨勢となるなか、情

報公開条例において、会議の公開原則を明記するとと

もに、例外的に会議を非公開とする際の非公開事由を

も明記する自治体が増えている（豊島 2009：200）。 
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いる。前者は、計画策定や政策立案に関するプラーヌ

ンクスツェレが多く、後者は、公聴・世論調査・評価
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かに参加の仕組みがあることと実際に参加すること
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という主体性と抽選という受動性をミックスする制

度設計が実に新鮮である。しかし、筆者は豊なる観点

をもっている。確かに抽選には受動性があるが、結局

参加するかどうかについての決定権はやはり市民が

握っている（松下 2013：117）。 

15) それと同じように、2005 年 7 月に、東京都千代田区
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基本台帳から無作為抽出された 599 人の市民に案内

状を送った。その結果、10 名程度から問い合わせがあ

り、参加を希望したのは 5 名。うち、実際参加したの

はわずか 3 名であった。残りの参加者は、知り合いに

頼んで参加した人々であった。そして、事後のアン

ケート調査における質問「初めに『市民討議会参加の

お誘い』が届いた時、どのようにお感じになりました

か？」に対し、無作為抽出で参加した人は 3 人全員が、

②胡散臭い案内かと思った、に回答している。（篠藤 

2005：24-25）。 

16) 「今回のまちづくりディスカッションのように、今後、

市政に参加する機会があれば、参加したいと思います

か」という質問に対して、「機会があれば、参加した

い」を回答した参加者は、2011 年 92.1％、2015 年

92.6％、2018 年 94.9％、2019 年 96.2%が存在してい

る。 

17) 2019 年「みたかまちづくりディスカッション」アン

ケート（参加依頼書に同封）の調査に「（不参加のみ）

今回の取り組み日程について」一問に対する回答 291

通には、「今回は都合が合わない」としたのが 164 通

（56.4％）あった http://www.city.mitaka.lg.jp/c₋

service/084/attached/attach₋84484₋4.pdf (最終閲

覧日：2021 年 3 月 17 日)。 

18) 日本においては、三鷹市まちディスと類似している市

民参加方法として、東京都千代田区の市民討議会、町

田市の無作為抽出型ワークショップ、静岡市の市民討

議会、小田原市のおだわら TRY フォーラム等が見受け

られる。 

19) また、2006 年に東京都立川市で実施された新しい市

民参加の特徴は、住民基本台帳を利用しなかったため、

住所に番号を振って無作為抽出し、メンバーが出席の

お願いをポスティングした。この場合、特定個人の無

作為抽出ではなく、家単位になる（篠藤 2006：30）。 

20) しかし、そもそも、審議会においては、民主性や専門

性の確保や利害調整という役割が求められるのであ

るから、単にこれまで参加できなかった住民に参加機

会が保障されるというだけでは、公募委員の存在意義

が不明確なものにとどまる。そして、公募委員は、当

該事案に関心を有しみずから積極的にこれに参画し

ようとする者であるにとどまり、ある利益団体や地域

を代表した存在ではない（豊島 2003：206）。 

21) 早川鉦二（2002：84）を参照。しかし、500 字ぐらい

の作文を通して、公募市民が特定の分野に関する専門

知識を有することを判断できるかに対しては、筆者は

疑問をもっている。 

22) 2020 年 8 月 23 日に「第 4次基本計画第 2 次改定に向

けたみたかまちづくりディスカッション」実行委員会

の委員にヒアリングをしたとき、ある委員の話による

と、彼が担当していたグループ内でのある参加者は最

初に当該参加に対して、懐疑的で、そして消極的な態

度を持っていた。しかし、グループの担当者も市民で

あることを分かった後で、前の態度が緩和された。 

23) 他方、直接民主主義の国、スイスでは第三者によるプ

ロのモデレーター制度が確立されている。住民参加に

は、計画者側が司会を行うのではなく、その計画の利

害に絡まない第三者のプロの司会者、モデレーターを

用意することは成功のための秘訣である（村上 2007：

204）。 

24) 1999 年の情報公開法制定を契機として、情報公開条

例の整備・充実が自治体における趨勢となるなか、情

報公開条例において、会議の公開原則を明記するとと

もに、例外的に会議を非公開とする際の非公開事由を

も明記する自治体が増えている（豊島 2009：200）。 
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「まちづくり」に役立つ地図のスタイル研究 

―三鷹市「緑と水の公園都市」を事例として― 

 

 

鈴木 俊彦 

 

 

1 序文 

 

1.1 問題意識とリサーチクエッション 

地図には多様なスタイルがある。原始的な絵地図、

地形図、土地利用図、人口や産業の分布図、観光

マップ、イメージを重視するイラストマップ、また

ネット上に存在する機能的な地図などなど。本研究

では三鷹市の「まちづくり」という視点で、効果的、

魅力的な地図とは何かを考察する。三鷹市民が自分

のまちを心から誇れるような、また市外の方には、

三鷹市にいつか住んでみたいと感じてもらえるよう

な地図、明日のまち「三鷹」のイメージが可視化で

きる地図創出の方法を論じる。また、その結果みち

びかれた地図のスタイルを具体化する雛形を制作し

提示する。 

 三鷹市のまちづくり基本構想の柱となる考え方に

「緑と水の公園都市」という概念がある。この言葉

は、三鷹市のロゴマークにも組み込まれており（図

1）三鷹市を象徴する概念のひとつとなっている。

しかし、市民感覚としてこの言葉が市を象徴する概

念であると認識している人は少ないのではないだろ

うか。現在、三鷹市が制作に関係するマップは数種

類あるが、この概念がテーマとなっているものは存

在しない。唯一存在するのが、市のホームページに

のっている「緑と水の回遊ルート」で、その内容は、

市内にある牟礼、丸池、大沢などの「ふれあいの里」

を中心に回遊ルートを提示するものである。一方、

地図上の三鷹市のほぼ中心に存在する市役所を起点

に半径 3キロ程度の円（一部他市含む）を描いてみ

ると、そこには都立井の頭恩賜公園や都立神代植物

公園、都立野川公園、都立武蔵野の森公園などの広

大な都立公園が存在する。また、井の頭池、神田川、

玉川上水、仙川、野川、深大寺などの水辺の景色。

国分寺崖線（はけ）、国立天文台や国際基督教大学

など大きな森とも言える豊かな緑に恵まれている。

まさに「緑と水の公園都市」にふさわしいアイテム

が多々存在していることに気付くのである。 

 以上の認識にもとづき、本研究では、以下のリ

サーチクエッションを中心に地図がもつ機能の考察を

ふまえながら「まちづくり」に役立つ地図、三鷹市の

ブランド形成に

も貢献する地図

の創出方法を論

じていきたい。 

 

【まちづくりに役立つ地図とは？（どのような表現

スタイルが効果的か？ また、地図の範囲と盛り

込むべき要素は？）】 

 

1.2 各章の内容と全体構成 

第 1章で本研究の問題意識と論文の全体構成を示

す。第 2章ではまず一般論としての地図の歴史や変

遷をたどり、紙媒体とデジタル媒体の地図の機能や

特性、可能性について分析する。次に本研究がテー

マとする地図の創造性と主題図（特定のテーマを

もって作られた地図。これに対して使い道を限定し

ないものを一般図という）について論じる。第 3章

では「緑と水の公園都市」に関する三鷹市の政策に

ついて基本構想や基本計画を中心に考察する。また、

リアルな現状把握と距離感などを実感として認識す

るため、現地を徒歩や自転車で実踏し、レポートす

る。第 4章では第 3章までの研究、調査をもとに三

鷹市の「緑と水の公園都市」をイメージ化する地図

案（主題図）を考察し、その雛形を製作する。第 5

章では、本研究を総括し三鷹市の「まちづくり」に

関して、主に地図の観点から提言を行う。 

  

図 1 
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「まちづくり」に役立つ地図のスタイル研究 

―三鷹市「緑と水の公園都市」を事例として― 

 

 

鈴木 俊彦 

 

 

1 序文 

 

1.1 問題意識とリサーチクエッション 
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の創出方法を論
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2 地図の変遷と機能について 

 

2.1 地図の変遷 

まちづくりに役立つ地図のスタイル研究にあたり、

まず地図の歴史を概観し、世界を認識する人類の思

考の変遷と地図が果たしてきた役割について確かめ

てみたい。ただ本稿は地図そのものについて論じる

ものではないので、ここでは、地図の歴史における

エポックメイキングなことがらのみを表 1にまとめ

てみた。 

文字を持たなかった大昔、人間が毎日の暮らしの

中で得た情報を岩板に描いた（図2）ことから生ま

れた地図は、粘土板や羊皮紙、パピルス、そして紙

から電子メディアと記録媒体を変えながら進化して

きた。特に紙の発明により、地図が多くの人によっ

て日常的に使えるようになったこと、さらには電子

メディアの出現により、地図の活用場面が生活のあ

らゆる場面に大きく広がってきたことで、地図は私

たちの生活に欠くことのできないものとなっている。

表 1にまとめた「地図の変遷」で地図の歴史を概観

図 2 カモニ族の村落地図 

表 1 地図の変遷 
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3 

してみよう。そこで分かることは、地図の形やコン

セプトが、時代によって大きく変化することである。

ギリシャ・ローマ時代に、図 3のプトレマイオスの

世界図に代表されるように飛躍的な発展を遂げた地

図の表現技法が、一転、ＴＯ図（図4）に見られる

ように、中世の宗教的世界観の中で大きく後退した。

そしてルネサンスの時代の空気を得て、再び活性化

し、大航海時代を迎え大躍進する。また、今では、

大半の地図の向きは北が上となっているが、時代や

地域、作られた目的によって、東であったり、南で

あったりするのである。このように地図は人間が世

界を観念的に捉えた結果生み出されるものなので、

作り手の目的や時代の世界観によってその形が大き

く変化するものである。ここで言えることは、「ま

ちづくりに役立つ地図」を考察する上でも、一般的

な地図のイメージに囚われずに、地図の範囲や方位、

事象の取捨選択など、その表現技法を独自に探求し

ていくことが肝要であるということである。 

 

2.2 地図の機能(紙とデジタルの対比) 

前項では、地図の歴史・変遷について概観したが、

20 世紀末に登場したデジタル地図（図 5）は急速に

その活躍範囲を拡大し、主流であった紙地図を席巻

する勢いにある。ここでは「まちづくりに役立つ地

図 3 プトレマイオスの世界図(写本) 

図 4 TO 図（ＴＯmap） 図 5 グーグルマップ(三鷹市庁舎近辺) 
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図」の表現メディアを検討するにあたり、紙媒体と

デジタル媒体についてその特性を整理してみたい。 

 

■デジタル媒体の長所 

・スマートフォンがあれば、どこでも閲覧できる 

・随時更新が容易である 

・他の情報にリンクできる 

・GPS(位置情報システム)機能が持てる 

■紙媒体の長所 

・一望性が高い 

・五感を刺激する 

・イメージ、概念が伝わりやすい 

・折りたたんで携帯できる 

 

以上がデジタル媒体と紙媒体、それぞれの長所で

ある。デジタル媒体の長所が多く紙媒体の分が悪い。

しかし、本稿の目的である「まちづくりに役立つ地

図」に限定して考えると、紙媒体の長所、特に「一

望性が高い」点が大きくクローズアップされる。こ

の「一望性」についてだが、電子媒体、特にスマー

トフォンの最大の限界、弱点はこの点にある。当然

のことながらモニター画面が小さいため広範な地域

の細部までは視覚的に認知できない。もちろん、拡

大機能（紙媒体は不可）があるので、特定の地域に

限定すれば細部まで見ることが可能であるが、極小

的な認識になり、まち全体の雰囲気などを認識しに

くい。 

紙媒体の長所のもうひとつ「イメージ、概念が伝

わりやすい」について考えてみよう。これは先の説

明にも通じることだが、デジタル地図は小さい画面

で見ることが多いために現実空間の全体像を実感し

づらいこと。また、液晶画面での体験となるので、

紙の手触りなどのリアルな体験との差がでてしまう

ことが起因していると思われる。さらにデジタル媒

体は、紙媒体と比較して受け手に供給する情報の総

量が多く、受け手は受動的になりがちで、主体的な

思考による本質的な理解に繋がりにくいのではない

だろうか。この点に関しては学校教育における紙の

教科書とデジタル教科書との学習効果の研究にも通

じるものがあるので、今後考察を深めていきたい。 

 

2.3 地図の創造性と主題図 

地図を分類すると、大きく一般図と主題図に分け

られる。一般図は、使い道が限定されない汎用性の

高い地図で、日本では国土地理院が発行している地

形図・地勢図などである。代表的なものとして、

1:25,000 地形図、1:50,000 地形図、1:200,000 地

勢図、1:1,000,000 地図日本などがあげられる。

グーグルマップなども一般図のひとつと言えるだろ

う。施設の案内図などは、この一般図をベースにし

て目的に合わせ加工して作ったものである。 

一方、主題図は、特定のテーマを持った地図を指

し、天気図や観光マップ、都市計画図、防災マップ、

文化財分布マップなど多様なものがある。また、主

題図は、その目的、テーマによって表現方法も大き

く異なり、写真やイラストを使ったもの、手書き地

図、鳥瞰図など多様なスタイルが存在する。この中

で、鳥瞰図は、鳥が地上を見下ろしたように描かれ

たもので、鳥目絵 (とりめえ)、俯瞰 (ふかん) 図

とも呼ばれている。日本の鳥瞰図の作者として有名

な吉田初三郎（1884～1955）は、大正から昭和にか

けて 1600 点以上の作品を残している。図 6 は吉田

初三郎の鳥瞰図である。鳥瞰図の最大の特長はパノ

ラマのような一覧性にあり、写真と異なる大胆なデ

フォルメや省略がその醍醐味と言える。古地図の研

究家である本渡章は、その著「鳥瞰図！」の中で次

のように述べている（本渡 2010：5-6）。「鳥瞰図は

目で楽しむものですが、実際には視覚以外の感覚や

感情・思考・直観など人の持っている能力のすべて

に働きかけるメディアです。いわば総合による力。

図 6 吉田初三郎「京都名所案内鳥瞰圖: 御大禮紀念（1928）」（国際日本文化研究センター） 
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古い地図の多くは同様の力を持っていました。」ま

た、図 7は江戸時代の絵師、鍬形蕙斎が描いた「江

戸名所絵」である。本所から隅田川、江戸市中、そ

して遠く富士山を眺望するもので、江戸名所図会に

は長谷川雪旦の「小金井橋春景色」など富士山を望

んだ構図で描かれたものが多い。この鳥瞰図の手法

は、日本のみならず、海外でも古くから様々な都市

図に採用され、広く用いられている（図 8・図 9）。 

以上のことから、自治体の概念やイメージを伝え

ることを目的とする地図の場合、ある程度の大きさ

を持った一望性の高い紙媒体が適していると考えら

れる。また、「まちづくりに役立つ地図」の創出の

ためには、一般的な地図（一般図）ではなく、明確

な目的をもった「主題図」が求められると言えよう。

本稿では、「緑と水の公園都市」を事例としている

ので、その概念を形あるものにしていく主題図を創

出することがテーマとなる。また、その手法につい

ては、三鷹市固有の景観を一望できる鳥瞰図が適し

ていると思われる。これについては、第 4章で言及

することにする。 

 

3 三鷹市の将来像とまちづくり 

 

3.1 緑と水の公園都市 

ここでは、三鷹市のまちづくりはどこに向かって

いるのか？三鷹市の市政運営の最上位計画である

「三鷹市基本構想」をもとに考えていきたい。その

ことにより、本稿のテーマである「三鷹市のまちづ

くりに役立つ地図」についても、どこに向かうべき

なのか、どのようなつくり込みが必要となるのかを

図 7 鍬形蕙斎「江戸一覧図」(福岡大学図書館蔵) 

図 9 ポートランド（アメリカ・オレゴン州）の 

絵地図(現代) 

図 8 15 世紀頃のフィレンツェ（イタリア）の 

絵図（Ｍuseo de Firenze） 
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定めることができる。 

三鷹市では、基本目標を「高環境・高福祉のまち

づくり」とし、高環境のまちづくりの考え方として

「緑と水の公園都市の創造」を掲げている。そして、

基本構想を実現していく実施計画（第 4次）では、

まちづくり 3 計画（三鷹市土地利用総合計画 2022

／三鷹市景観づくり計画 2022／三鷹市緑と水の基

本計画 2022）を設け、「緑と水の公園都市」の実現

を図ろうとしている。 

 

基本理念：構想の基本理念を、平和の希求、人

権の尊重、自治の実現とします。私たちはこの

基本理念を基調とし、三鷹から世界に広がる地

球的な視野をもって環境に配慮し、人と自然が

共生できる循環型社会の実現をめざします。そ

して、様々な人びとと共に生き、共に責任を担

う協働のまちづくりを推進します。（三鷹市基

本構想 第 4 基本理念 2001） 

構想の基本目標を「人間のあすへのまち」とし

ます。この目標は、「高環境・高福祉のまちづ

くりによって実現されます。安全性や快適性な

どの視点から、都市全体をうるおいをもった緑

と水の公園都市として創造することによって高

環境のまちをめざします（三鷹市基本構想 第

5 基本目標 1．高環境・緑と水の公園都市の創

造 2001） 

 

 現市長である河村孝は、その著「明日のまち「三

鷹」を考える」の第Ⅱ章「三鷹市が目指すべきもの」

の中「公園都市は可能なのか？」、第Ⅲ章「問題提

起の例示」の中「歩いて楽しい健康長寿のまち」で、

次のように述べている。 

 

三鷹に魅かれて住み始めた人、また偶然三鷹に

移り住んできたが、今では何故か三鷹に魅かれ

ている人……、そんな人の多くは土や緑の持っ

ている温もりが、このまちでは人と人との関係

にまで及んでいることに気づいている。(中略)

鳥が空からまちを眺めれば、まるで畑地や樹林

の中にまちがあるような、そんな緑あふれるイ

メージにならないだろうか。楽しく歩ける道沿

いに、多様な公園が用意されていることから、

様々な物語がはじまる（河村 2018：40，199） 

 

このように、三鷹市は、東京都内において都心部

から電車で 20 分程度の場所にありながら広大な都

立公園や国分寺崖線の緑あふれる空間、また、玉川

上水、神田川、仙川や野川の水辺の景観に恵まれて

いる。三鷹市の安田養次郎元市長がインタビューで

「イメージとしては、緑が豊かで、水がたくさん

あって、太陽がさんさんと輝いているんです。その

なかで、市民がいきいきと各コミュニティの中で、

市民としての自覚と誇りを持って暮らしているんで

す。そこには、もちろん都市としての秩序も倫理も

ある―。そういう都市になればいいなと、私は思っ

ているんですよ。」（安田 2001）と語っていたことは、

今も脈々と三鷹市のまちづくりに流れ、三鷹市のア

イデンティティとして引き継がれているのである。 

 

3.2 三鷹市 緑と水の基本計画 2022 

 さて、次に、三鷹市の基本構想を実現するために

立てられた「三鷹市緑と水の基本計画 2022」の中

身を見て行こう。ここでは、基本理念として「都市

の身近な自然が急速に失われていく中で、緑と水の

良好な環境が人間の存在と多様な動植物の生息に欠

くことのできないものであることを改めて認識し、

すべての人々がこれを享受し、守り、次の世代に継

承するため、市、市民及び事業者が協働して、緑と

水の保全及び創出に努め、緑豊かでうるおいのある

「緑と水の公園都市」の実現を図るものとします。」

（三鷹市第 4 次基本計画第 2 次改訂 2019）と謳い、

三鷹市が目指す都市の将来像を「三鷹市基本構想で

は、基本目標を「人間のあすへのまち」といちづけ

『高環境・高福祉のまちづくり』によって実現され

るとします。また、都市全体をうるおいをもった緑

と水の公園都市とすることによって、高環境のまち

をめざすとしています。三鷹市の都市像は、三鷹市

基本構想に定めているとおり「緑と水の公園都市」

とします。」（前掲：三鷹市第 4次基本計画第 2次改

訂）と明言している。 

基本計画では、計画実現のための施策を具体的に

提示しているが、本稿では、地図づくりに最も関係

が深いと思われる「回遊ルート計画」、「拠点整備計

画」について言及する。主な論点は次の 3点である。 
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① 緑と水の拠点について 

② 緑と水の骨格(軸)について 

③ 市域を超えた一体化した回遊空間の創出について 

 

① 緑と水の拠点について 

三鷹市の緑と水の拠点は、現状、市の周辺部にそ

の多くが存在している（図10）。市の中心部が手薄

の状態だが、全体的な回遊性を高めることを考える

と市街地のほぼ中央にある芸術文化センターエリア

の充実が、ひとつの要と思われる。このエリアを少

し広げてみると、連雀中央公園の他にも禅林寺、八

幡大神社、交通公園、児童遊園、市内最大規模の市

民農園、井口院、神明社、さらには井口特設グラン

ドが存在するので、これらを一体的に演出する回遊

空間を創出できれば、市全体のイメージも大きく変

わると思われる。 

 

② 緑と水の骨格(軸)について 

計画では、緑と水の都市構造を支える機軸(緑と水

の 5 大軸＝Z 軸)として、野川、仙川、玉川上水・神

田川の3本の河川軸と、三鷹通り・中央通り・コミュ

ニティ道路などの三鷹駅から市民センターまでの南北

の一帯及び東八道路とそれに並行する人見街道一帯の

2 本の都市軸としている 。図 11「緑と水の回遊ルー

ト計画」中、緑と水の基軸（Ｚ軸）参照。 

計画の策定時と現状で道路の整備状況が変わって

来ていることもあり回遊の縦軸に余裕のある歩行、

自転車走行空間を有する武蔵境通りを加え、横軸の

東八道路とクロスさせることを提案する。この 2つ

の通り、特に武蔵境通りでは、道路沿いのオープン

スペースを取り込みながら快適移動空間を演出する

ことが可能である。 

 

③ 市域を超えた一体化した回遊空間の創出 

三鷹市の市域は、ほぼ楕円形であるが、中央下部

に調布市の市域が大きく入り込んでいる。ここには、

広大な都立公園である「都立神代植物公園」がある

他、深大寺そばでも有名な関東屈指の古刹「深大寺」

図 10 拠点整備計画位置図（三鷹市作成） 
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が存在する。まさに緑と水に恵まれた空間であり、

野川遊歩道にもほど近い。市民、都民目線でとらえ

れば、この空間を取り込んだほうがより充実した回

遊を楽しめると言えるだろう。 

 

3.3 三鷹市の現況(実踏レポート) 資料 1（本

稿末）参照 

 前項までで、三鷹市の「三鷹市緑と水の基本計画

2022」の内容についての所見を述べてきた。ここで

は、三鷹市の現状(2021 年 3 月)について、現地を

実踏したレポートを掲載する。この調査は、2020

年 5 月から 2021 年 3 月までの期間に調査員 2 名で

実踏したものである。主な目的は、以下のことを検

証するためとした。移動手段は、徒歩と自転車を使

用して行った。 

 

① 三鷹市の緑と水の現況(公園や農地、川、遊歩

道など) 

② 緑と水の空間を周遊するルートの検証（三鷹市

周辺を一周するルート） 

③ 芸術文化センター・井口エリアの現況確認 

 

 詳細は、資料 1に掲載するが三鷹市をぐるっと切

れ目なく回遊するためには、三鷹市外となるが、調

布市の深大寺エリアが重要な役割を果たすことが分

かった。ここには、都内最大規模の植物公園である

「都立神代植物公園」と関東屈指の古刹で、湧水に

も恵まれた「深大寺」が存在し、井の頭から牟礼、

北野、丸池、と巡ってきたルートを大沢や天文台、

野川エリアにつなげる格好の場所となる（図 12）。 

また、三鷹市を「水と緑の公園都市」と呼ぶとき

に、現況、どうしても手薄となってしまう市の中心

●武蔵境通り 

図 11 緑と水の回遊ルート計画（三鷹市作成） 
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